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(57)【要約】
【課題】輸送用蓋部材に加わる内外圧力差を無くして輸
送用蓋部材の小型軽量化を実現し、真空引き及び真空置
換による品質の安定化を図ると共に、輸送時の重量及び
寸法を縮小することができる電力用機器及びその輸送方
法を提供する。
【解決手段】輸送用蓋部材７０は、本体タンク５及び蓋
側タンク６の端面部に対し密着可能であって、実用上十
分な気密性を有している。輸送用蓋部材７０を本体タン
ク５及び蓋側タンク６に取り付けた状態で、バルブ９操
作により本体タンク５及び蓋側タンク６に対し真空引き
及び真空置換を同時に行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　密閉圧力容器内部に絶縁性ガスを充填すると共に鉄心及び巻線を含む内部構造物を収納
し、前記密閉圧力容器は本体タンクと、該本体タンクに被せる蓋側タンクとに分割可能で
あり、輸送時には前記蓋側タンクを前記本体タンクから取り外し、これに代えて輸送用蓋
部材を実用上十分な気密性能を持って前記本体タンクに取り付けるようにした電力用機器
であって、前記本体タンクの内部空間を主空間、前記蓋側タンクの内部空間を従空間と定
義して、これら主空間及び従空間に対し、真空状態とする真空引き、並びに真空状態に所
定のガスを封入する真空置換を行うためのバルブを具備した電力用機器において、
　前記本体タンクに前記輸送用蓋部材及び前記蓋側タンクの両方を取り付けた状態で、前
記バルブを操作して、前記真空引きを前記主空間及び前記従空間に対して同時に行い、且
つ前記真空置換を前記主空間及び前記従空間に対して同時に行うようにしたことを特徴と
する電力用機器。
【請求項２】
　前記輸送用蓋部材は、気密性能を有する薄板又はフィルムからなることを特徴とする請
求項１に記載の電力用機器。
【請求項３】
　前記主空間及び前記従空間を互いに連通する共通配管を設置し、
　前記共通配管に前記バルブを設けたことを特徴とする請求項１又は２に記載の電力用機
器。
【請求項４】
　前記輸送用蓋部材に前記バルブを設けたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項
に記載の電力用機器。
【請求項５】
　前記真空置換時の前記主空間の圧力を大気圧よりも０～０．０５ＭＰａ程度、正圧又は
負圧に設定し、
　前記輸送用蓋部材は、前記本体タンクに取り付けた状態で、前記正圧又は負圧に耐える
機械的強度を備えたことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の電力用機器。
【請求項６】
　前記真空置換時に、乾燥空気、不活性ガスあるいは絶縁性ガスを封入したことを特徴と
する請求項１～５のいずれか１項に記載の電力用機器。
【請求項７】
　密閉圧力容器内部に絶縁性ガスを充填すると共に鉄心及び巻線を含む内部構造物を収納
し、前記密閉圧力容器は本体タンクと、該本体タンクに被せる蓋側タンクとに分割可能で
あり、輸送時には前記蓋側タンクを前記本体タンクから取り外し、これに代えて輸送用蓋
部材を実用上十分な気密性能を持って前記本体タンクに取り付けるようにした電力用機器
の輸送方法であって、前記本体タンクの内部空間を主空間、前記蓋側タンクの内部空間を
従空間と定義して、これら主空間及び従空間に対し、真空状態とする真空引き、並びに真
空状態に所定のガスを封入する真空置換を行うためのバルブを具備した電力用機器の輸送
方法において、
　前記本体タンクに前記輸送用蓋部材及び前記蓋側タンクの両方を取り付けた状態で、前
記バルブを操作して、前記真空引きを前記主空間及び前記従空間に対して同時に行い、
　さらに、前記本体タンクに前記輸送用蓋部材及び前記蓋側タンクの両方を取り付けた状
態のまま、前記バルブを操作し、前記主空間の圧力が所定の輸送圧力に達するまでガスを
封入して、前記真空置換を前記主空間及び前記従空間に対して同時に行い、
　続いて、前記蓋側タンクを前記本体タンクから取り外し、
　前記輸送用蓋部材を前記本体タンクに取り付けた状態で前記本体タンクを輸送すること
を特徴とする電力用機器の輸送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、分割可能な密閉圧力容器を有する電力用機器及びその輸送方法に係り、特に
、密閉圧力容器の分割輸送時に、専用の蓋部材を用いた電力用機器及びその輸送方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ガス絶縁変圧器（ＧＩＴ）やガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）、ガス遮断器（ＧＣ
Ｂ）といった電力用機器は、大地電位の密閉圧力容器が設けられており、絶縁性ガスが封
入されている。この密閉圧力容器の内部には、変圧器や開閉装置あるいは遮断器を構成す
る導体、絶縁物、巻線などの部品が組み込まれて製作されている。
【０００３】
　密閉圧力容器に封入される絶縁性ガスとしては、ＳＦ６ガスが多く用いられている。Ｓ
Ｆ６ガスは、毒性が無く、不燃性ガスであることから、万一気密が破れて大気に放出した
場合でも、周囲環境に与える影響が小さい。そのため、内部故障による火災の可能性が極
めて小さく、高い需要を得ている。
【０００４】
　したがって、屋外に設置される電力用機器に適用されるだけではなく、火災や有害ガス
へのリスクが大きい密閉空間（例えば地下変電所）などに設置される電力用機器にも、広
く採用されている。具体的には、ガス絶縁変圧器（ＧＩＴ）では、３３０ｋＶ－４００Ｍ
ＶＡクラスの大容量電力用変圧器などが実用化されている。
【０００５】
　ところで電力需要が増大する近年、電力用機器の分野では、さらなる高電圧化や大容量
化が期待されており、それに応じて機器の大型化、重量化が進む傾向にある。一方、大型
で重い電力用機器を機器の製造工場から据付現場まで輸送する場合、実際には様々な輸送
制限を考慮しなくてはならない。特に、輸送重量や輸送寸法は製品の輸送許認可を取得す
る上で非常に重要なパラメータとなっている。
【０００６】
　ここで、図１１、図１２を用いて、一般的な電力用機器の輸送方法について、具体的に
説明する。図１１はガス絶縁変圧器の輸送姿図の例を示している。図１１に示すように、
ガス絶縁変圧器は、円筒形状の主胴部を有する密閉圧力容器１内部に、絶縁性ガス２が高
圧で充填されると共に、鉄心や巻線及び絶縁物を含む主要構造部３が収納されている。
【０００７】
　密閉圧力容器１は、絶縁性ガス２の高圧力に耐え得る構造物からなため、相当に重く、
容器１内部に収納される主要構造部３も、鉄心を初めとしてかなりの重量がある。そのた
め、主要構造部３を組み込んだ密閉圧力容器１は、ガス絶縁変圧器を構成する部材の中で
、輸送外形および輸送重量が最も大きくなることが多い。そこでガス絶縁変圧器を輸送す
る場合には、冷却器などの外装品（図示せず）を全て外し、密閉圧力容器１だけにして（
主要構造部３は収納したまま）、輸送するのが一般的である。
【０００８】
　また、密閉圧力容器１を輸送する場合の準備段階として、輸送中の製品に対する異物や
水分を管理するといった品質面の要求から、通常は、密閉圧力容器１を密閉した状態で真
空引きし、その後、ゲージでゼロ気圧ないし低ガス圧の乾燥空気、不活性ガスあるいは絶
縁性ガスを容器１内部に封入して、真空置換を行っている。このような真空引き及び真空
置換を実施した上で密閉圧力容器１を輸送する方法は、上記のガス絶縁変圧器に限らず、
ガス絶縁開閉装置やガス遮断器といった電力用機器においても適用されている。
【０００９】
　先に述べたように、昨今では、電力用機器に対して高電圧・大容量化へのニーズが高ま
っており、それに伴って電力用機器は益々大型化、重量化している。このため、密閉圧力
容器１から全ての外装品を取り除いたとしても、密閉圧力容器１そのものの重さや大きさ
が輸送制限を超える可能性が出てきた。
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【００１０】
　つまり、密閉圧力容器１の大型化、重量化が進むことで、密閉圧力容器１の輸送条件が
厳しくなる。その結果、密閉圧力容器１自体の重さや大きさが、電力用機器の高圧化及び
大容量化を制約する要因となる事例が見受けられようになってきた。
【００１１】
　そこで従来では、密閉圧力容器１の重さや大きさが増大しても、輸送制限をクリアすべ
く、密閉圧力容器１を複数部分に分割して輸送ユニットとし、各輸送ユニットの重量及び
寸法を輸送制限内に収めて、確実に輸送するといった技術、例えば、特許文献１などが提
案されている。
【００１２】
　具体的には、図１１に示すように、密閉圧力容器１を本体タンク５と蓋側タンク６とに
２分割する。本体タンク５は円筒形状の主胴部を含んでおり主要構造部３全体を収納する
ようになっている。また、蓋側タンク６は密閉圧力容器１の一方の端面部分を含み、本体
タンク５から見て、ちょうど蓋のようになっており、蓋側タンク６の内部空間には何も収
納されていない。
【００１３】
　このように２分割可能な密閉圧力容器１は、輸送時に本体タンク５から蓋側タンク６を
取り外し、本体タンク５と蓋側タンク６とを別々に輸送することができる。したがって、
密閉圧力容器１のままでは重さや大きさが輸送制限を超えていたとしても、これを２つに
分けることで、本体タンク５及び蓋側タンク６の両方を、輸送制限の範囲に収めることが
できる。
【００１４】
　また、主要構造部３を収納する本体タンク５に関しては、これを輸送する際、図１２に
示すように、本体タンク５側の端部には蓋側タンク６に代えて、蓋側タンク６よりも軽量
な輸送用蓋部材７を実用上十分な気密性能を持って本体タンク５に取り付け、本体タンク
５の密閉状態を維持している。
【００１５】
　すなわち、輸送用蓋部材７を本体タンク５に気密性を持って取り付けることで、本体タ
ンク５に収納した主要構造部３の品質を確保している。輸送用蓋部材７は、蓋側タンク６
よりも軽い平板部材からなる。そもそも輸送時の重量及び寸法の低減を目的として、密閉
圧力容器１を本体タンク５と蓋側タンク６とに分割したので、蓋側タンク６に代わる輸送
用蓋部材７は、軽ければ軽いほど良い。
【特許文献１】特開平８－２４１８１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、以上の従来技術には、次のような課題が指摘されていた。前述した通り
、輸送中の製品内部の異物管理や水分管理など、主として品質面の要求から、輸送の準備
段階として、密閉圧力容器１に対して真空引き及び真空置換を行っている。これらの操作
は、密閉圧力容器１を分割した場合でも同様である。
【００１７】
　したがって、従来では、輸送用蓋部材７を取り付けて本体タンク５を密閉し、この状態
で本体タンク５の真空引きを行い、続いて、真空状態の本体タンク５内部に対しゲージで
ゼロ気圧ないし低ガス圧のガスを封入して真空置換を行っていた。
【００１８】
　ところで、電力用機器が大型化すれば、本体タンク５も大径化し、それに被せる輸送用
蓋部材７も本体タンク５に応じて大きくなる。この時、輸送用蓋部材７の断面積の大きさ
に比例して輸送用蓋部材７にかかる圧力は増大することになる。
【００１９】
　例えば、真空引きを行う過程で、輸送用蓋部材７には最大で、大気圧×蓋部材７の断面
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積分の力が内向きにかかる。また、真空置換作業時のガス封入の圧力に関しても、輸送用
蓋部材７の断面積が増大すれば、それに比例して大きくなる。
【００２０】
　輸送用蓋部材７が大きくなれば、輸送用蓋部材７に付与される圧力も大きくなり、それ
に従って、輸送用蓋部材７に要求される機械的強度も高くなる。そこで、輸送用蓋部材７
を強度のある材料で作ったり、リブなどの強度向上構造を採用したりするなどの対策をと
っている。したがって、輸送用蓋部材７の製造コストが増大した。
【００２１】
　しかも、輸送用蓋部材７が大きいということは、輸送用蓋部材７の本来の目的である輸
送時の重量及び寸法の低減効果が得られていないことに他ならない。その結果、輸送用蓋
部材７を含む本体タンク５の重量及び寸法が増大してしまい、電力用機器の輸送作業が困
難になるといった不具合が生じた。
【００２２】
　本発明は、上記の問題点を解消するために提案されたものであり、その目的は、輸送用
蓋部材を蓋側タンクと共に本体タンクに取り付けた状態で真空引き及び真空置換を行い、
その際、輸送用蓋部材を挟んだ内外の空間を同圧力とすることで、輸送用蓋部材に加わる
圧力差を無くして輸送用蓋部材の小型軽量化を実現し、これにより、真空引き及び真空置
換の実施により品質の安定化を図ると共に、輸送時の重量及び寸法を大幅に縮小した、電
力用機器及びその輸送方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記の目的を達成するために、本発明は、密閉圧力容器内部に絶縁性ガスを充填すると
共に鉄心及び巻線を含む内部構造物を収納し、前記密閉圧力容器は本体タンクと、該本体
タンクに被せる蓋側タンクとに分割可能であり、輸送時には前記蓋側タンクを前記本体タ
ンクから取り外し、これに代えて輸送用蓋部材を実用上十分な気密性能を持って前記本体
タンクに取り付けるようにした電力用機器であって、前記本体タンクの内部空間を主空間
、前記蓋側タンクの内部空間を従空間と定義して、これら主空間及び従空間に対し、真空
状態とする真空引き、並びに真空状態に所定のガスを封入する真空置換を行うためのバル
ブを具備した電力用機器において、前記本体タンクに前記輸送用蓋部材及び前記蓋側タン
クの両方を取り付けた状態で、前記バルブを操作して、前記真空引きを前記主空間及び前
記従空間に対して同時に行い、且つ前記真空置換を前記主空間及び前記従空間に対して同
時に行うようにしたことを特徴としている。
【００２４】
　また、本発明は、電力用機器の輸送方法として捉えることもできる。すなちわ、前記本
体タンクに前記輸送用蓋部材及び前記蓋側タンクの両方を取り付けた状態で、前記バルブ
を操作して、前記真空引きを前記主空間及び前記従空間に対して同時に行い、さらに、前
記本体タンクに前記輸送用蓋部材及び前記蓋側タンクの両方を取り付けた状態のまま、前
記バルブを操作し、前記主空間の圧力が所定の輸送圧力に達するまでガスを封入して、前
記真空置換を前記主空間及び前記従空間に対して同時に行い、続いて、前記蓋側タンクを
前記本体タンクから取り外し、前記輸送用蓋部材を前記本体タンクに取り付けた状態で前
記本体タンクを輸送することを特徴とするものである。
【００２５】
　以上のような本発明の電力用機器及びその輸送方法では、本体タンクと蓋側タンクを分
割してから本体タンクに輸送用蓋部材を取り付けるのではなく、本体タンクに対し蓋側タ
ンクと輸送用蓋部材の両方を取り付ける。この状態で、バルブを操作し、真空引き及び真
空置換を、主空間及び従空間に対して同時に行っている。このため、本体タンク側の主空
間及び蓋側タンク側の従空間は、同程度の圧力となる。これにより、真空引きから真空置
換までの一連の作業工程において、輸送用蓋部材の内外圧力差を、ほぼゼロ、あるいは非
常に小さく抑えることができる。
【００２６】
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　すなわち、真空引き及び真空置換の実施に際しての、輸送用蓋部材に対する機械力を弱
めることができる。このため、輸送用蓋部材は大きな機械的強度を持つ必要なくなり、た
とえ電力用機器が大型化しても、小型軽量化を進めることが可能となる。
【００２７】
　その結果、輸送用蓋部材にて密閉した本体タンクは、輸送重量及び寸法を、大幅に縮小
することができ、輸送制限を超える心配がない。しかも、輸送の前段階で真空引き及び真
空置換を確実に行うので、優れた品質を確保することが可能である。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の電力用機器及びその輸送方法によれば、輸送用蓋部材を蓋側タンクと共に本体
タンクに取り付けた状態で、輸送用蓋部材の内外の空間を同圧力としながら真空引き及び
真空置換を行うことにより、これらの作業時に輸送用蓋部材で圧力が加わることがなく、
輸送用蓋部材の小型軽量化を進めることが可能となり、品質確保を維持しつつ、輸送時の
重量及び寸法を大幅に低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明に係る実施形態の一例について、図面を参照して具体的に説明する。なお
、下記の実施形態の基本的な構成は、いずれも、図１１及び図１２にて示したガス絶縁変
圧器と同様であって、同一部材に関しては同一符号を付して説明は省略する。
【００３０】
（１）第１の実施形態
［１－１］構成
　図１～図５の断面図を用いて、第１の実施形態について説明する。第１の実施形態は、
図１１及び図１２のガス絶縁変圧器と同じく、輸送時に、本体タンク５から蓋側タンク６
を取り外し、蓋側タンク６に代えて輸送用蓋部材７０を本体タンク５に取り付けるように
したものである。
【００３１】
　輸送用蓋部材７０は、第１の実施形態の構成上の特徴の１つであって、気密性能を有す
る軽量な薄板又はフィルムからなる。輸送用蓋部材７０は、本体タンク５及び蓋側タンク
６の端面部に対し密着可能に構成されており、タンク５、６に取り付けられた時、両者間
で実用上十分な気密性が確保される。
【００３２】
　このような気密性を持つ輸送用蓋部材７０が本体タンク５及び蓋側タンク６に取り付け
られた状態のまま、本体タンク５及び蓋側タンク６に対し真空引き及び真空置換を行う点
も、第１の実施形態の特徴である。なお、真空置換時に封入されるガスは、乾燥空気ある
いはＳＦ６ガスである。
【００３３】
　さらに、第１の実施形態では、本体タンク５の内部空間を主空間Ａ、蓋側タンク６の内
部空間を従空間Ｂと定義しており、これら主空間Ａ及び従空間Ｂに対し、真空引き及び真
空置換を行うためのバルブ８ａ、８ｂ、９が設けられている。
【００３４】
　バルブ８ａ（図１～図５に図示）は本体タンク５側面部の蓋側タンク６近傍に配置され
、バルブ８ｂ（図２、図３、図５に図示）は蓋側タンク６の側面部に配置されている。こ
れらバルブ８ａ、８ｂには主空間Ａ及び従空間Ｂを互いに連通する共通配管１０（図３、
図５に図示）が接続されており、バルブ８ａ、８ｂが開くと、共通配管１０を介して本体
タンク５内の主空間Ａと蓋側タンク６内の従空間Ｂとが導通されるようになっている。
【００３５】
　バルブ９は、本体タンク５側面部の蓋側タンク６とは反対側の端部付近に配置されてお
り、ガス配管１１に取り付けられている。ガス配管１１は本体タンク５に接続されている
。主空間Ａ及び従空間Ｂに対する真空引き操作及び真空置換操作は、このバルブ９の操作
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により行われる。
【００３６】
　また、バルブ９からの操作により真空引き及び真空置換を実行する時、バルブ８ａ、８
ｂは開いた状態にあり、主空間Ａ及び従空間Ｂは共通配管１０によって連通するので、真
空引きが終了する時点及び真空置換が終了する時点で、両空間Ａ、Ｂの圧力は同程度とな
る。
【００３７】
［１－２］輸送時の準備手順
　続いて、第１の実施形態における輸送時の準備手順について説明する。まず、図１に示
す段階では、輸送用蓋部材７０が本体タンク５の端面部と実用上十分な気密性を持つよう
密着して取りつけられている。
【００３８】
　図２では、輸送用蓋部材７０に対し蓋側タンク６が、実用上十分な気密性を持つよう密
着して取りつけられる。図１及び図２の段階では、バルブ８ａ、８ｂ、９は全て閉じてお
り、バルブ８ａ、８ｂに共通配管１０は接続されていない。
【００３９】
　図３では、本体タンク５側の主空間Ａのガスを真空引きする工程から真空置換する工程
までを示す。まず、バルブ８ａ、８ｂに対して共通配管１０を取り付け、バルブ８ａ、８
ｂを開けて共通配管１０によって本体タンク５内の主空間Ａと蓋側タンク６内の従空間Ｂ
とを連通する。
【００４０】
　さらに、バルブ９を開け、主空間Ａ及び従空間Ｂに対して同時に真空引き操作を行う。
そして、主空間Ａと従空間Ｂが共に真空状態となった時点で、バルブ９の操作により主空
間Ａ及び従空間Ｂの真空引きを同時に終了する。
【００４１】
　以上のような真空引き作業の終了後、本体タンク５側の主空間Ａを、真空状態から乾燥
空気あるいはＳＦ６ガスと置換する真空置換を行う。この場合には、バルブ８ａ、８ｂを
開けて共通配管１０より主空間Ａと従空間Ｂを連通する。そして、バルブ９を開け、主空
間Ａから共通配管１０を通って従空間Ｂへと、乾燥空気あるいはＳＦ６ガスを封入してい
き、主空間Ａ及び従空間Ｂに対してほぼ同時に真空置換を行う。
【００４２】
　このようにしてガス封入による加圧が進行していき、本体タンク５内の主空間Ａの圧力
が所定の輸送圧力まで高まった時点で、より詳しくは、主空間Ａ内のガス圧力と大気圧と
の差圧が、ほぼゼロとなるところまで加圧が進んだところで、バルブ８ａ、８ｂ、９を閉
じ、真空置換作業が終了する。
【００４３】
　図４に示すように、真空置換が終了した時点で、蓋側タンク６を本体タンク５から取り
外す。また、共通配管１０をバルブ８ａから取り外す。このとき、バルブ８ｂは蓋側タン
ク６側に取り付けておく。そして、輸送用蓋部材７０を本体タンク５に取り付け、この状
態で本体タンク５を輸送する。また、蓋側タンク６は、バルブ８ｂを取り付けたまま、本
体タンク５とは別に輸送する。
【００４４】
［１－３］輸送後の据付手順
　現地到着後、本体タンク５から輸送用蓋部材７０を撤去し、本体タンク５に蓋側タンク
６を再び取り付ける。さらに、共通配管１０及びバルブ８ｂを本体タンク５側のバルブ８
ａと連結させ、分割前の状態である密閉圧力容器１に戻す（図５参照）。そして、バルブ
８ａ、８ｂを開けて共通配管１０より主空間Ａと従空間Ｂを連通し、バルブ９を開け、密
閉圧力容器１の内部空間を真空引きする。
【００４５】
　密閉圧力容器１の内部空間が真空状態となった後、バルブ８ａ、８ｂを開けたまま、バ
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ルブ９の操作により主空間ＡにＳＦ６ガスを封入し、共通配管１０を通過して従空間Ｂま
でＳＦ６ガスを封入する。そして、ＳＦ６ガスによる密閉圧力容器１の内部圧力が定格圧
力に達した時点で、ＳＦ６ガスの封入作業を完了する。
【００４６】
［１－４］作用効果
　以上のような第１の実施形態における作用効果は次の通りである。すなわち、本実施形
態では、蓋側タンク６を取り外した本体タンク５に対して輸送用蓋部材７０を取り付ける
のではなく、本体タンク５と蓋側タンク６との間に挟むようにして輸送用蓋部材７０を密
着して取り付けておき、この状態のまま、バルブ９の操作によって、真空引き及び真空置
換を行う。
【００４７】
　真空引きから真空置換までの一連の作業工程中、主空間Ａ及び従空間Ｂは共通配管１０
にて連通しているため、主空間Ａと従空間Ｂの内部圧力はほぼ同一であり、輸送用蓋部材
７０に対する内外圧力差は、ほぼゼロ、あるいは極めて小さい。
【００４８】
　このように本体タンク５と蓋側タンク６とを連結した状態で真空引き及び真空置換を実
施することにより、両タンク５、６間の輸送用蓋部材７０に加わる圧力を抑制することが
でき、輸送用蓋部材７０の機械的強度は非常に小さくて済む。実際に、輸送用蓋部材７０
が必要とする機械的強度は、真空置換後の主空間Ａの輸送圧力と、大気圧との差圧に耐え
られる程度で良くなる。
【００４９】
　その結果、仮に電力用機器が大型化したとしても、輸送用蓋部材７０を小型軽量化する
ことは容易であり、従来例のものと比べて、格段に薄型化、軽量化を進めた薄板もしくは
フィルムであっても、十分に対応可能である。
【００５０】
　上述したように、本実施形態によれば、輸送用蓋部材７０にて密閉した本体タンク５の
輸送重量及び寸法を、大幅に縮小することが可能となり、輸送制限を超える心配がない。
したがって、本体タンク５の輸送効率を高めることができ、輸送コストの低減に寄与する
ことができる。また、本実施形態では、輸送の準備段階で真空引き及び真空置換を確実に
行っているので、品質確保の面からも問題がなく、優れた信頼性を獲得することができる
。
【００５１】
　なお、以上の第１の実施形態では、バルブ９の操作にて真空引き及び真空置換を行って
いるが、同時にバルブ８ａ、８ｂの操作によって真空引き及び真空置換を行うようにして
もよく、真空引き及び真空置換に要する作業時間の短縮化を図ることが可能である。
【００５２】
（２）第２の実施形態
［２－１］構成
　図６の断面図を用いて、第２の実施形態について説明する。第２の実施形態は、前記第
１の実施形態において本体タンク５に設置したバルブ９を省き、共通配管１０に設けたバ
ルブ８ａ、８ｂの操作により真空引き及び真空置換を行うようにしたものである。
【００５３】
［２－２］作用効果
　以上の第２の実施形態によれば、バルブ９が不要となるので、上記第１の実施形態と同
じ作用効果を、第１の実施形態よりも少ないバルブ数で実現することが可能となる。した
がって、本体タンク５の製作工数が低減し、コスト的に有利となって経済性が向上する。
【００５４】
（３）第３の実施形態
［３－１］構成
　続いて、図７及び図８を参照して第３の実施形態について説明する。第３の実施形態の
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特徴は、図７に示すように、共通配管１０のバルブ８ｂ（蓋側タンク６側）に代えて、輸
送用蓋部材７０のフランジ部７１に仕切り弁５１ａが設けられている点にある。
【００５５】
　この仕切り弁５１ａ部分の詳細を図８に示す。図８に示すように、仕切り弁５１ａは共
通配管１０及びバルブ８ａを介して本体タンク５内の主空間Ａと導通し、蓋側タンク６内
の従空間Ｂとは非導通となっている。ここで、仕切り弁５１ａから従空間Ｂの真空引き及
びガス封入による真空置換を操作するようになっている。
【００５６】
［３－２］作用効果
　上記の第３の実施形態においては、仕切り弁５１ａからの操作によって従空間Ｂの真空
引き及び真空置換が可能なので、蓋側タンク６側にガス処理用のバルブ８ｂを取り付ける
必要がない。
【００５７】
　したがって、最終製品の一部を成す蓋側タンク６に取り付けるバルブ数を削減すること
ができる。このため、上記第１の実施形態と同じ作用効果を、より少ないバルブ数で実現
できる。すなわち、最終製品の製作工数を削減可能である。しかも、蓋側タンク６に関し
ては部材を全く取り付けていないので、その製造コストを抑えることができ、いっそう優
れた経済性が得られる。
【００５８】
（４）第４の実施形態
［４－１］構成
　さらに、図９及び図１０を用いて第４の実施形態について説明する。第４の実施形態は
、図９に示すように、共通配管１０のバルブ８ａ（本体タンク５側）に代えて、輸送用蓋
部材７０のフランジ部７１に仕切り弁５１ｂが設けられている点にある。
【００５９】
　この仕切り弁５１ｂ部分の詳細を図１０に示す。図１０に示すように、仕切り弁５１ｂ
は、前記第４の実施形態の仕切り弁５１ａとは反対に、本体タンク５内の主空間Ａと非導
通し、蓋側タンク６内の従空間Ｂと導通となっている。すなわち、仕切り弁５１ｂから主
空間Ａの真空引き操作及びガス封入による真空置換操作を行うようになっている。
【００６０】
［４－２］作用効果
　上記のような第４の実施形態によれば、仕切り弁５１ｂによって主空間Ａの真空引き及
びガス封入による真空置換が可能となり、本体タンク５側へのガス処理用バルブ８ａ、９
及びガス配管１１の取り付けは不要である。したがって、最終製品の一部を成す本体タン
ク５に取り付ける部材を削減することができる。つまり、輸送制限が問題となる本体タン
ク５に関して、新たに部材を取り付ける必要が全くなく、経済性の向上と同時に、本体タ
ンク５の小型軽量化に貢献することができる。
【００６１】
（５）他の実施形態
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、各部材の構成や材料、形状、
あるいは配置数等は適宜変更可能である。例えば、本体タンク５側の主空間Ａが大気圧よ
りも０～０．０５ＭＰａ程度負圧であるように設定し、輸送用蓋部材７０の機械的強度を
この負圧状態に耐え得るようにしてもよい。
【００６２】
　本体タンク５内部を真空状態から乾燥空気あるいはＳＦ６ガスと置換する際の所要時間
、すなわち真空置換作業にかかる作業時間は、本体タンク５の最終到達圧力が低いほど短
時間で済む。このため、本体タンク５側の主空間Ａを大気圧よりも０～０．０５ＭＰａ程
度負圧とすれば、主空間Ａの圧力を大気圧まで上げる場合と比べて、ガス封入作業時間を
少しでも短縮可能である。
【００６３】
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　しかも、蓋側タンク６を外す際に、輸送用蓋部材７０の内外の圧力差が若干あったとし
ても、輸送用蓋部材７０は、０．０５ＭＰａ程度までの負圧に耐え得る機械的強度を持つ
ため、強固であり、破損を防止でき、優れた信頼性を発揮できる。しかも、輸送用蓋部材
７０の内外の圧力調整に際して、高い精度で調整を行う必要がなくなり、作業効率を高め
ることができる。
【００６４】
　また、以上の実施形態とは逆に、本体タンク５側の主空間Ａが大気圧よりも０～０．０
５ＭＰａ程度正圧であるように設定し、輸送用蓋部材７０の機械的強度をこの正圧状態に
耐え得るようにした実施形態も包含する。
【００６５】
　このような実施形態によれば、輸送用蓋部材７０は、０．０５ＭＰａ程度までの正圧に
耐え得る機械的強度を持つため、やはり強固であって、前述した実施形態と同じく、破損
防止効果があり、圧力調整作業の信頼性を高めることができる。これに加えて、本体タン
ク５内のガス圧力が大気圧より大きいことを確認しながら輸送作業を行う必要がなくなり
、輸送作業の負担が軽減するといったメリットがある。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明に係る第１の実施形態の断面図（輸送用蓋部材を取り付けた状態）。
【図２】第１の実施形態の断面図（蓋側タンクを取付けた状態）。
【図３】第１の実施形態の断面図（共通配管を取付けた状態）。
【図４】第１の実施形態の断面図（蓋側タンクを外した輸送荷姿）。
【図５】第１の実施形態の断面図（輸送後現地据え付け状態）。
【図６】本発明に係る第２の実施形態の断面図。
【図７】本発明に係る第３の実施形態の断面図。
【図８】第３の実施形態の要部断面図。
【図９】本発明に係る第４の実施形態の断面図。
【図１０】第４の実施形態の要部断面図。
【図１１】一般的なガス絶縁変圧器の断面図。
【図１２】一般的なガス絶縁変圧器の断面図（輸送用蓋部材を取り付けた状態）。
【符号の説明】
【００６７】
１…密閉圧力容器
２…絶縁性ガス
３…主要構造部
５…本体タンク
５１ａ、５１ｂ…仕切り弁
６…蓋側タンク
７、７０…輸送用蓋部材
７１…フランジ
８ａ、８ｂ、９…バルブ
１０…共通配管
１１…ガス配管
Ａ…主空間
Ｂ…従空間
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